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資料3－14－1  

厚生労働省発食安第1017007号  

平成19年10月17 日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   

厚生労働大臣  舛添  

諮 問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、下記の  

事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

次に掲げる農薬の食品中の残留基準設定について  

ペンチオピラド  
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資料3－14－2  

平成19年11月6日  

薬事・食品衛生審議会   

食品衛生分科会長 吉倉 廣 殿  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会   

農薬・動物用医薬品部会長 大野 泰雄  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

農薬・動物用医薬品部会報告について   

平成19年10月17日厚生労働省発食安第1017007号をもって諮問された、  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくべンチオピラ  

ドに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定について、当部会で審議を行った  

結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。  
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（別添）  

ペンチオピラド  

1．品目名：ペンチオピラド（Penthiopyrad）  

2．用途：殺菌剤   

ピラゾール系殺菌剤である。作用機構としては、ミトコンドリア電子伝達系複合体   

Ⅱの阻害作用により、ATP合成を阻害するものと考えられている。   

3．化学名：（屈5）一」Ⅴ－［2－（1，3－ジメチルプチル）－3－チエニル］－1－メチ  

ルー3－（トリプルオロメチル）－1月」ピラゾールー4－カル ポキサミド  

4．構造式及び物性  

分子式 C16H2。F3N。OS  

分子量  359．42  

水溶解度 7．53mg／L（20℃）  

分配係数logl。Pow＝3．2（24℃）  

（メーカー提出資料より）   
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5．適用病害虫の範囲及び使用方法   

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。   

（1）20％ペンチオピラド水和剤（フロアブル注））  

適用  
作物名  

希釈  
使用液量   使用時期   

本剤の  

病害虫名  倍数  
使用 方法  ペンチオビラド を含む農薬の  

使用回数       総使用回数   

キャベツ   菌核病   4回以内   4回以内   

2000倍   

きゆうり   菌核病  

5回以内  5回以内  

うどんこ病  4000倍   
メロン   

灰色かび病  

菌核病  2000倍  
トマト  

薫かび病  
3回以内  3回以内  

うどんこ病  4000倍   

ピーマン   
100～300  

うどんこ病  4000倍   L／10a 
収穫前日まで    散布  5回以内  

灰色かび病  

菌核病  2000倍  
なす  

すすかび病  

うどんこ病  4000倍   
3回以内  3回以内  

いちご   
灰色かび病  

うどんこ病   

2000倍  たまねぎ  灰色腐敗病  4回以内  4回以内   

レタス   
灰色かび病  

菌核病  
3回以内  3回以内   

注）フロアプル剤（懸濁剤）：農薬原体（水不溶性固体）を湿式微粉砕し、補助剤（湿潤剤、分散剤、  

凍結防止剤、増粘剤、防腐剤など）を加え水に分散させたスラリー状の札希釈液は白濁し不透明で  

ある。［出典：植物防疫講座第3版（社団法人日本植物防疫協会）］  
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（2）15％ペンチオピラド水和剤（フロアブル）  

ペンチオビラド  
希釈  

使用液量   使用時期   
本剤の  

作物名   
適用 病害虫名  倍数  

を含む農薬の  

使用回数   

灰星病  

おうとう  幼果菌核病  

炭症病   

1500～  収穫前日まで   
黒星病  

3000倍  
なし  

赤星病  2000′－  

うどんこ病   3000倍   

灰色かび病  
ぶどう 

黒とう病   1500倍  
収穫7日前まで   

もも   灰星病  200～700  

L／10a  
3回以内  散布   3回以内  

1500～  
黒星病  

3000倍  

赤星病  2000～  

うどんこ病   3000倍  

りんご  
斑点落葉病  収穫前日まで  

モニリア病  

すす点病  
2000倍   

すす斑病  

黒点病  

褐斑病  

6．作物残留試験  

（1）分析の概要   

（∋分析対象の化合物  

・ペンチオビラド  

・」V－－［2－（3－ヒドロキシー1，3－ジメチルプチル）チオフェンー3－イル］  

－1．－メチルー3－トリプルオロメチルー1〃－ピラゾールー4－カルポキサミ  

ド（753－A－OH）  

1－メチルー3－トリフルオロメチルー1〃‘－ピラゾールー4－カルポキサミド  
（旦皇坦）  

1－メチルー3－トリフルオロメチルー1〃－ピラゾールー4－カルポン酸（旦  

CA）  
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②分析法の概要  

ペンチオピラド   

試料をアセトン／水混液で抽出後、ヘキサン転溶し、グラファイトカーボン／陰  

イオン交換（PSA）2層固相抽出ミニカラム等を用いて精製した後、高速液体ク  

ロマトグラフ（UV）を用いて定量する。   

753－A－OH   

試料をアセトン／水混液で抽出後、室温にて塩酸で抱合体を加水分解し、酢酸エ  

チルまたは酢酸エチル／ヘキサン転溶する。グラファイトカーボン／陰イオン交換  

（PSA）2層固相抽出ミニカラム等を用いて精製した後、高速液体クロマトグラ  

フ（UV）を用いて定量する。   

PAM   

試料をアセトン／水温液で抽出後、ヘキサン洗浄した後、酢酸エチル転溶する。  

グラファイトカーボン／陰イオン交換（PSA）2層固相抽出ミニカラム等を用い  

て精製した後、ガスクロマトグラフ（MS）を用いて定量する。   

PCA   

試料をアセトニトリル／水／塩酸混液で抽出後、酢酸エチル転溶し、グラファイ  

トカーボン固相抽埠カラム等を用い精製する。メチル化を行う場合はトリメチルシ  

リルジアゾメタンによりカルポキシル基をメチル化した後、必要に応じてアミノプ  

ロピル（NH2）固相抽出ミニカラム等を用いて精製する。メチル化を行わない場合  

はベンゼンスルホン酸（SCX）陽イオン交換固相抽出カラム等を用いて精製する。  

精製後、高速液体クロマトグラフ（MS）を用いて定量する。  

定量限界 ペンチオピラド 0・01～0・02ppm  

753－A－OH O．02ppm  

P A M O．02～0．05ppm  

P  C A O．02ppm  

0  0  

CF3㌦NH2CF3㌦oH  
CH3  CH3  

P AM 753－A－OH  
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（2）作物残留試験結果   

（ヨキャベツ  

キャベツ（葉球）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤  

の2，000倍希釈液を計3回散布（220，200L／10a）したところ、散布後1～14日  

の最大残留量むは以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．22、0．08ppm  

753－－A－OH：く0．02、0．02ppm  

P  A M：0．02、〈0．02ppm  

P  C A：0．07、く0．02ppm  

キャベツ（菓球）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤  

の2，000倍希釈液を計4回散布（150，200L／10a）したところ、散布後1～14日  

の最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．13、0．04ppm  

753－－A－OH：く0．02、0．02ppm  

P A M：く0．02、く0．02pptn  

P  C A：0．03、0．10ppm  

②きゆうり  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤   

の2，000倍希釈液を計5回散布（150～200，224．5L／10a）したところ、散布後1   

～7日の最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．17、0．16ppm  

753－－A－OH：く0．02、く0．02ppm  

P A M：く0．02、く0．02ppm  

P  C A：0．02、0．02ppm  

③メロン  

メロン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤の   

2，000倍希釈液を計5回散布（300，250L／10a）したところ、散布後1～14日の   

最大残留量は以下のとおりであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行わ   

れていない。  

ペンチオピラド：0．01、く0．01ppm  

753一－A－OH：く0．02、く0．02ppm  

P  A M：く0．02、く0．02ppm  

P  C A：0．02、〈0．02ppm  

④トマト   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアプル剤の   

2，000倍希釈液を計5回散布（200，224．5L／10a）したところ、散布後1～14日  
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の最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．34、0．56ppm  

753－A－OH：く0．02、く0．02ppm  

P  A M：く0，02、く0．02ppm  

P  C A：0．04、0．04ppm  

⑤ピーマン  

ピーマン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤   

の2，000倍希釈液を計5回散布（150～200，200L／10a）したところ、散布後1～   

7日の最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．86、1．00ppm  

753－A－OH：0．02、0．02ppm  

P  A M：く0．02、く0．02ppm  

P  C A：く0．02、く0．02ppm  

⑥なす  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤の2，000   

倍希釈液を計3回散布（250，202L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留   

量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．24、0；46ppm  

753－A－OH：く0．02、く0．02ppm  

P A M：く0．02、く0．02ppm  

P  C A：0．04、0．03ppm  

⑦いちご  

いちご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアプル剤の   

2，000倍希釈液を計3回散布（200L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残   

留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．80、0．84ppm  

753－A－OH：く0．02、く0．02ppm  

P A M：く0．02、0．02ppm  

P  C A：く0．02、〈0．02ppm  

⑧たまねぎ  

たまねぎ（鱗茎）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤   

の2，000倍希釈液を計4回散布（200，300L／10a）したところ、散布後1～14日   

の最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：〈0，01、0．01ppm  

753－A－OH：く0．02、く0．02ppm  

P  A M：〈0．02、く0．02ppm  

－10－   



P  C A：く0．02、0．02ppm  

⑨レタス  

レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブル剤の   

2，000倍希釈液を計3回散布（200，202L／10a）したところ、散布後1～14日の   

最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．12、1．45ppm  

753－－A－OH：く0．02、く0．02ppm  

P A Mこく0．02、く0．02pptn  

P  C A：く0．02、0．02ppm  

⑲おうとう  

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、15％フロアブル剤   

の1，500倍希釈液を計3回散布（200，202L／10a）したところ、散布後1～14日   

の最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：2．18、1．18ppm  

753－－A－OH：0．07、0．07ppm  

P A M：0．05、0．02ppm  

P  C A：0．04、く0．02ppm  

⑪なし  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、15％フロアブル剤の1，500   

倍希釈液を計3回散布（450，350L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残   

留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：1．26、1．14ppm  

753一一A－OH：0．06、く0．02ppm  

P A M：く0．02、〈0．02ppm  

P  C A：0．03、0．02ppm  

⑫ぶどう  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、15％フロアブル剤の  

1，500倍希釈液を計3回散布（500，300L／10a）したところ、散布後7～21日の   

最大残留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：3．68、1．06ppm  

753・－A－OH：0．10、0．08ppm  

P A M：0．03、く0．02ppm  

P  C A：0．04、く0．02ppm  

⑬りんご  

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、15％フロアブル剤の  

ー11－   



1，500倍希釈液を計3回散布（600L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残  

留量は以下のとおりであった。   

ペンチオピラド：0．63、0．64ppm   

753－A－OH：く0．02、く0．02ppm   

P A M：く0．02、く0．02ppm   

P  C A：く0．02、く0．02ppm  

⑭もも  

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、15％フロアブル剤の1，500   

倍希釈液を計3回散布（600，400L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残   

留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：0．04、0．02ppm  

753－A－OH：0．02、く0．02ppm  

P A M：く0．02、く0．02ppm  

P  C A：く0．02、く0．02ppm  

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、15％フロアプル剤の1，500   

倍希釈液を計3回散布（600，400L／10a）したところ、．散布後1～14日の最大残   

留量は以下のとおりであった。  

ペンチオピラド：12．0、3．28ppm  

753－A－OH：0．27、0、．14ppm  

P A M：0．04、く0．05ppm  

P  C・ A：0．08、0．03ppm  

これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。  

注）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を  

最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実  

施し、それぞれの試験から得られた残留量。  

7．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24粂第1項第1号の規定に基づき、平成  

19年5月22日付け厚生労働省発食安第0522003号により食品安全委員会あて意見を求  

めたペンチオピラドに係る食品健康影響評価について、以下のとおり評価されている。  

無毒性量：8．10mg／kg体重／day  

（動物種）  イヌ  

（投与方法）   混餌投与  

（試験の種類） 慢性毒性試験  

（期間）  1年間  
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安全係数：100  

ADI：0．081mg／kg体重／day  

9．諸外国における状況   

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調   

査した結果、いずれの国及び地域においても基準値が設定されていない。   

10．基準値案  

（1）残留の規制対象   

ペンチオピラド本体  

作物残留試験において、ペンチオビラドの他753－A－OH、PAM及びPCAが分   

析がなされているものの、一部の作物を除き全ての代謝物がペンチオピラドと比較し   

て十分に低い残留量であることから、全ての代謝物について規制対象として含めない   

こととした。  

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価対   

象物質としてペンチオピラドを設定している。  

（2）基準値案   

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定さ   

れる量のペンチオピラドが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づ   

き試算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大摂取量（TMDI））のADI   

に対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、 加工・調理による残留農薬の増減が   

全くないとの仮定の下におこなった。  

TMDI／ADI（％）注）   

国民平均   5．8   

幼小児（1～6歳）   14．8   

妊婦   4．3   

高齢者（65歳以上）   4．8   

注）TMDI試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。  
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（別系氏1）  

ペンチオビラド作物残留試験一覧表  

農作物  試験周   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用i・使用方法  回数  経過日数   【ペンチオビラド／753rAl）H／PAM／PCA】   

キャベツ※   20％   2000借散布   
旦回  ム3，7，14日   

圃場Å：0．22／く0．02／0．02ソ0，07●（＊3臥7日）   

（莱球）  2               フロアプル   220，200L／10a  圃場B：0．08／0．02ソく0，02／く0．02（＊3回、7日）   

キャベツ※   20％   2000借散布   圃場A：0．13／く0．02／く0．02／0．03   

（菓球）  2  
150．200L／10a  4回  ム3．7，14日  

圃場B：0．04／0．02／く0．02／0，10◆（＊4臥14日）   

きゆうり   20％   2000倍散布   圃場A：0，17／く0，02／く0．02／0．02   

（果実）  
2      旦回   ム3，7日  圃場8：0，16／く0，02／く0．02／0．02   

メロン   20％   2000借散布   
5回  1，3，7，14日   

圃場A：0．01●ソく0．02ソく0，02ソ0．02－●●（＊5回、1日＊＊5回、3日＊軸5回、7日）（＃）   

（果実）  2               フロアプル   300，250L／10a  圃場8＝く0，01ソく0．02ソく0．02ソく0．02●（＊5回、1日）（＃）   

トマト※   20％   2000借散布   
旦回  ム3，7，14日   

圃場A：0．34／く0．02／く0．02／0．04●．（＊3回、7日）   

（果実）  2               フロアプル   200，2如二5L／10a  圃場8：0．5が／く0．02／く0．02／0．04●■（＊3臥3日＊＊3臥14日）   

ピーマン   20％   2000借散布   圃場A：0．86／0．02●／く0，02／く0．02（埼回、7日）   

（果実）  2  亘回   ム3．7日  

なす   20％   2000借散布   圃場A：0．24／く0．02／く0．02／0．04   

（果実）  2  
250，202L／10a  呈回  ム3，7日  圃場8：0．46／〈0．02／く0．02／0．03   

いちご   20％   2000倍散布   圃場A：0．80／く0．02／く0．02／く0．02   

（果実）  2  
200L／10a  呈回  ム3．7，14日  

圃場B：0．84／く0．02／0．02ソく0．02（＊3回、14日）   

たまねぎ   20％   2000倍散布   ム3，7，14日  圃場A：く0．01／く0．02／く0．02／く0．02   

2  

4回  

（鱗茎）  200，300L／10a  ム3，7，13日  圃場B：0．01／く0．02／く0．02／0．02   

レタス※   20％   2000借散布   圃場A：0．12／く0．02／〈0．02／く0．02   

（茎葉）  2  
200，202L／10a  皇国  ム3，7，14日  圃場8：1．45／く0．02／く0，02／0．02   

おうとう   15％   2000倍散布   
呈固  ム3，7，14日   

圃場A：2．18／0．07ソ0．05●ソ0．04●■（＊3回、3日＊＊3回、14日）   

（果実）  2               フロアプル   400，500L／10a  圃場B：1．18ソ0．07ソ0．02ソ0．02（＊3回、7日）   

なし   15％   1500倍散布   ム3，7，14日  圃場A：1．26／0．0¢／く0．02／0．03■（＊3回、14日＊＊3臥14日）   
3匡Ⅰ  

（果実）  2               フロアプル   450，350L／10a  ム3．7，13日  圃場B：1．14ソく0．02／く0∴02／0．02（＊3回、3日）   

ぶどう※   15％   1600倍散布   圃場A：3，68ソ0．10●ソ0．03ソ0．04（＊3回、14日＊＊3臥21日）   

（果実）  2  
500，300L／10a  旦回  も14，21日  

圃場か1．06ソ0．0が／く0．02／く0．02（＊3臥14日）   

りんご   15％   1500倖散布   圃場A：0，63／〈0．02／く0．02／く0．02   

（果実）  2  
600L／10a  呈回  も3，7，14日  圃場B：0．64／く0．02／く0，02／く0．02   

もも   15％   1500倍散布   圃場A：0．04／0，02ソく0．02／く0．02（＊3臥7日）   

（果肉）  2  
600，400L／10a  呈回  ム3．7，14日  

圃場B：0．02ソく0．02／く0．02／く0．02（＊3回、3日）  

Ⅰ  
．．■＿▲  
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農作物  試験圃   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ペンチオビラド／753－A－OH／PAM／PCA】   

もも   15％   1500倍散布   圃場A：12．0ソ0．27●●／0．04■／0．08－●●（＊3回、3日坤3回、7日＊坤3回、14日）   
2  600，400L／10a  

旦回  ム3，7，14日  
（果皮）  圃場B：3，2軒／0．14●ソく0．05／0，03一（＊3臥7日＊＊3回、14日）   

（繹）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試敦が行われていない。  

※で示した作物は、作物残留試験成練のばらつきを考慮し、試験が行われた範囲内で最も大きな残留値を考慮した。  
最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書（案）「ペンチオピラド」に記載されている作物残留試験成練は、各試験条件における残留農薬の最高値及び各試験場、検査機  
関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。   



ペンチオピラド  （別紙2）  農薬名   

作物残留試領成績   
農産物名   

Ppm  

キャベツ  0．22（‡），0．D8，0．13，0．04   

レタス   3  申  0．1乙1．45（‡）   

申  たまねぎ   0．05  〈0．01，0．01   

申  2  トマト  0．34，0．56（‡）   
ピーマン   2  申  0．86，1．00   

なす  申  0」24，0‘46   

きゆうり   申  0．5  0．17，0．16   

メロン類果実   0．05  申  0．01（＃），く0．01（＃）   

2  申  りんご  0．63，0．64   

日本なし  3  申  1．26，1．14   

西洋なし  3  申  

申  もも   0．2  0．04，0．02   

おうとう   5  申  2．18，1．18   

いちご   2  申  0．80，0．84   

ぶどう   10  申  3．68（釦，1．06   

（i）で示した作物は、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、試験が行われた範囲内で最も大きな残留値を考慮した。  
（めで示した件物残留試験成耕は、適用範囲内で行われていない。  
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（別紙3）  

ペンチオピラド推定摂取量（単位：JLg／人／day）  

基準値案 （ppm）  国民平均 TⅦ）Ⅰ  幼小児 （1一－6歳）  食品群  妊婦 TMDI  

TⅦ）Ⅰ  

キャベツ  0 7  16 0        レス  
タ   3  

たまねぎ   005  

2  トマト  
2  ヒーマン  

なす  口  きゆうり  05  メロン禁果実  005  
2  りんご        60 0  
3  日本なし  
3  西洋なし  もも  0 2  
5  お と  
2  いちご  

ぷどう  10  58．0  
計  250．7  189．4  191．7  

ADI比（％）  5．8   14．8   4．3  

TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalNaximuD DailyIntake）  

－17－   



（参考）  

これまでの経緯  

5月15日 農薬登録申請（キャベツ、レタス及びたまねぎに係る新規登録  

申請）  

5月22日 厚生労働大臣から食品安全委員長あてに残留基準設定に係る食  

品健康影響評価について要請  

5月24日 食品安全委員会（要請事項説明）  

7月 4日 第13回農薬専門調査会総合評価第一部会  

8月 1日 第24回農薬専門調査会幹事会  

8月23日 食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

平成19年  

平成19年10月 4日 食品安全委員会（報告）  

平成19年10月 4日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  

価について通知  

平成19年10月17日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会へ諮問  

平成19年10月23日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

【委員】   

青木 宙   

井上 松久  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保庵   

斉藤 貢一   

佐々木 久美子   

志賀 正和  

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学副学長  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室准教授  

国立医薬品食品衛生研究所客員研究員  

元独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害  

防除部長  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本都 本部長  

束北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

独立行政法人国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  
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（○：部会長）  
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答申（案）  

ペンチオピラド   

残留基準値  
食品名  

ロDm   

キャベツ   0．7   
レタス   3   

たまねぎ   0．05   
トマト   2  

ピーマン   2  

なす   

きゆうり   0．5   
メロン類果実   0．05   

りんご   2   

日本なし   3   

西洋なし   3   

もも   0．2   

おうとう   5   

いちご   2   

ぶどう   10   
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資料3－14－3  

府 食 第 971号  
平成19年10月 4 日  

厚生労働大臣   

舛添 要一 殿  

食品安全委員会   

委員長  見上  

食品健康影響評価の結果の通知について   

平成19年5月22日付け厚生労働省発食安第0522003号をもって貴省から当委員会に意  

見を求められたペンチオピラドに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、  

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第23条第2項の規恵に基づき通知します。   

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。  

記  

ペンチオピラドの一日摂取許容量を0．081mg／kg体重／日と設定する。  
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農薬評価書  

ペンチオピラド  

2007年10月  

食品安全委員会  
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要 約   

ピラゾール系殺菌剤である「ペンチオピラド」（ImC：（風針〃【2－（1，3－ジメチル  

プチル）－3チエニル1－1－メチルー3・（トリフルオロメチル）tl月ニピラゾ⊥ルサカルポキサ  

ミド）について、 各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（ブドウ、トマ  

ト及びキャベツ）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性（ラット）、  

亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（ラット及びイヌ）、発がん性（ラ  

ット及びマウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性  

試験等である。   

試験結果から、ペンチオピラド投与による影響は主に肝臓及び甲状腺に認められた。  

繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなか  

った。発がん性試験において、 ラットで甲状腺濾胞細胞腺腫、マウスで肝細胞腺腫の  

発生頻度の増加が認められたが、発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難いことか  

ら、本剤の評価に当り開値を設定することは可能であると考えられた。   

各試験の無毒性量の最小値は、イヌを用いた1年間慢性毒性試験の8．10mg此g体  

重／日であったので、これを根拠として、安全係数100で除した0．081mかkg体重／日  

を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  

－27－   



Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺菌剤  

2．有効成分の一般名  

和名：ペンチオピラド  

英名：Penthiopyrad  

3．化学名   

ImC  

和名：（鬼9・〟【2・（1，3・ジメチルプチル）甘チエニル1・1・メチル唱・（トリプルオロメチル）  

・1月ニピラゾール・4・カルポキサミド  

英名：（BS）・N［2・（1，3・dimethylbutyl）・3・thienyl］・1・methyl・3・（trifluoromethyl）  

・1Hpyrazole・4・Carboxamide  

CAS（183675・82－3）  

和名：〟【2・（1，3・ジメチルプチル）・3・チエニル】・1・メチル・3・（トリプルオロメチル）  

・1Jチビラゾール・4・カルポキサミド  

英名：N［2・（1，3・dimethylbutyl）・3－thienyl】・1・methyl・3・仕rifluoromethyl）  

・1Hpyrazole・4・Catboxamide  

5．分子量  

359．42  

4．分子式  

C16H20F3N30S  

6．構造式  
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7．開発の経緯   

ペンチオピラドは、三井化学株式会社により開発されたピラゾール系殺菌剤である。カ   

ルポン酸アニリド系化合物をリード化合物として従来の病害スペクトラムとは異なる新規   

殺菌剤の探索により、1995年に見出された。本剤の作用機構は、ミトコンドリア電子伝達   

系複合体ⅠⅠの阻害作用により呼吸エネルギー代都を妨げ、ATP合成を阻害するものと考え   

られている。   

三井化学株式会社より農薬取締法に基づく登録申請（新規：キャベツ、レタス、たまね   

ぎ等）がなされ、参照ト52の資料が提出されている。  
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Ⅱ．試験結果概要   

各種運命試験（ⅠⅠ．ト4）は、ペンチオピラドのピラゾール環の5位の炭素を14Cで標識   

したもの（pyr・14Cペンチオピラド）及びチオフェン環の4位の炭素を14Cで標識したもの   

（thi・14C・ペンチオピラド）を用いて実施された。放射能濃度及び代謝物濃度は特に断りが   

ない場合はペンチオピラドに換算した。代謝物／分解物等略称及び検査値等略称は別紙1及   

び2に示されている。  

1．動物体内運命試験（ラット）  

（1）薬物動態  

Wistarラット（一群雌雄各4匹）にpyr・14C・ペンチオピラド及びthi・14C・ペンチオピ   

ラドを低用量及び高用量（10及び100mg此g体重）で単回経口投与し、薬物動態試験  

が実施された。  

血祭中放射能濃度推移は表1に示されている。  

低用量投与群における血疑中放射能の最高濃度到達時間（Tm8Ⅹ）は、雌雄とも0．4－0．5   

時間で、最高濃度（Cmax）はpyr・14C・ペンチオピラドで1．6～3．3い．g／g、thi・14Cペンチオ   

ピラドで1．5～3．4購座であった。一相性の減衰を示し、消失半減期（Tl／2）はpyr・14C・   

ペンチオピラドで13．6－15．0時間、thi・14C・ペンチオピラドで14．ト20．0時間であった。  

高用量投与群におけるTm8Ⅹは低用量群と比較すると長く、雌雄とも1‾．0～1．3時間で、   

Cmaxはpyr14C・ペンチオピラドで15．2－28．4pg／g、thi・14C・ペンチオピラドで   

14．3～31．9膵／gであった。－相性の減衰を示し、Tl／2はpyr・14Cペンチオピラドで   

16．ト16．8時間、thi・14C・ペンチオピラドで17．7」21．4時間であった。雌雄を比較すると、   

雌の血祭中濃度の方がやや高かった。（参照2）  

表1血渠中放射能濃度推移  

pyr・14Cペンチオピラド  thi・14C・ペンチオビラド  
声量  

低用量  高用量  低用量  高用量   

別   雄   雌   雄   雌   雄   雌   雄   雌   

：時間）   0．4   0．4   1．1   1．3   0．5   0．4   1．0   1．3   

こ卜g鹿）   1．6   3．3   15．2   28．4   1．5   3．4   14．3   31．9   

時間）   15．0   13．6   16．1   16．8   20．0   14．1   21．4   17．7   

（2）排泄  

Wistar・ラット（一群雌雄各4匹）にpyr－14Cペンチオピラド及びthi・14C・ペンチオピ   

ラドを低用量及び高用量（10及び100mg／kg体重）で単回経口投与し、排泄試験が実   

施された．。  

投与後96時間の糞及び尿中排泄率は表2に示されている。  

低用量投与群では、投与後96時間で総投与放射能（TAR）の91．5－93．2％が糞尿中に   

排泄され、このうち糞中には69．6－79．0％TAR、尿中には13．3～23．6％TARが排i世され   

た。投与96時間後の胃腸管と内容物中に残存する放射能はそれぞれ0．1％TAR以下であ   

った。  
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